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最終頁に続く

(54)【発明の名称】 経時及び周囲光に依存して輝度補正するエレクトロルミネッセント表示装置

(57)【要約】
ＬＥＤ表示において、フォトセンサ（１４）が、周囲光
を検出するために、該表示（の周囲）に加えられるとと
もに、駆動信号を調整することによって、フォトセンサ
について補償する手段（２０）が備えられる。
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【特許請求の範囲】

    【請求項１】エレクトロルミネッセント画素と、当該画素に所望の調整を供

給する手段、及び表示装置の経時に依存して前記調整を補正する補正手段を有す

る駆動エレメントとを有する表示装置において、前記補正手段が、少なくとも１

つの基準フォトセンサを有することを特徴とする、表示装置。

    【請求項２】前記基準フォトセンサが、エレクトロルミネッセント画素によ

り発光される光から隠蔽されることを特徴とする、請求項１に記載の表示装置。

    【請求項３】前記補正手段が、複数の基準フォトセンサを有することを特徴

とする、請求項１に記載の表示装置。

    【請求項４】前記駆動エレメントが、前記基準フォトセンサを介して得られ

た光電流（パラメータ）値で演算処理動作を実行する手段を有することを特徴と

する、請求項３に記載の表示装置。

    【請求項５】追加の機能ユニットを有し、前記基準フォトセンサが、当該追

加の機能ユニットの一部分を形成することを特徴とする、請求項３に記載の表示

装置。

    【請求項６】前記追加機能ユニットが、少なくとも一時的に表示装置から着

脱可能にされることを特徴とする、請求項５に記載の表示装置。

    【請求項７】前記画素は、マトリクスの形式で配されることを特徴とする、

請求項１に記載の表示装置。

    【請求項８】前記画素は、スイッチを介して行電極又は列電極に接続される

ことを特徴とする、請求項７に記載の表示装置。
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【発明の詳細な説明】

      【０００１】

    【発明の属する技術分野】

  本発明は、エレクトロルミネッセント画素と、当該画素に所望の調整を供給す

る手段、及び表示装置の経時に依存して調整を補正する補正手段を有する駆動エ

レメントとを有する表示装置に関する。

      【０００２】

  エレクトロルミネッセンスを基材とするこのような表示装置は、次第に（ポリ

マー）半導体の有機材料を基材としつつある。この表示装置は、セグメント化さ

れた画素（又は均質なパターン）を介してルミネセンスを示すが、マトリクスパ

ターンによる表示もまた可能である。これら画素を調整して、該画素によって発

光される光の輝度を規定する。このような調整は、受動駆動又は能動駆動（追加

のスイッチングエレメント）を介して行われることができる。

      【０００３】

  この表示装置の用途に適した分野は、例えば、携帯電話又は携帯システム電子

手帳などである。

      【０００４】

    【従来の技術】

  冒頭段落で既述された種類の表示装置が、欧州特許公報EP 0 923 067で説明さ

れている。この特許では、このような表示装置の経時の問題を記述している。こ

の経時の影響（電圧/電流の特性変化、光効率の変化）に取り組むために、当該

特許で提案された対策の１つは、エレクトロルミネッセントダイオード（画素）

によって発光された光が光電流を生成するような感光性ダイオード（光検出器又

はフォトセンサ）を設けることである。感光性ダイオードで生成された光電流は

、エレクトロルミネッセントダイオードの両端で電圧を補正するフィードバック

パラメータとして使用される。

      【０００５】

    【発明が解決しようとする課題】

  問題は、上記フォトセンサのエレクトロルミネッセントダイオードによって発
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光された光によって、電流が生成されるだけでなく、このフォトセンサが、更に

入射周囲光による電流も伝え始めることである。光電流が（経時を起因として）

減少する場合、フィードバックにより、エレクトロルミネッセントダイオードを

通して前記電流を増大させることも目的とする一方で、周囲光は、経時に関係な

くこの電流を増大させる。より高い電流における同じフィードバックの結果とし

て、当該表示装置が、周囲光の増加により、エレクトロルミネッセントダイオー

ドを通して電流をあまりにも低く伝え始めるであろう（不十分な発光表示）。周

囲光を減少するとき、すなわち光電流が減少するとき、ダイオードを経由する電

流は、経時に関係なく上昇する。つまり、これは余分な放散を犠牲にするだけで

なく、経時を加速させることになる。特別な対策がなくては、この場合、上記フ

ィードバックが、非生産的な悪影響を与えることになる。

      【０００６】

    【課題を解決するための手段】

  本発明の目的は、とりわけ、上述課題への解決策を提供することである。本発

明の別の目的は、この表示装置の機能性を改善するために、可能であれば、この

解決策を利用して、使用の可能性を高めることである。

      【０００７】

  この目的のため、本発明による表示装置は、補正手段が少なくとも１つの基準

フォトセンサを有することを特徴とする。

      【０００８】

  この基準フォトセンサ（例えば、フォトダイオード、フォトレジスタ、又は別

の適切なエレメント）によって、例えば、画像の「リアル表示」に先行して、周

囲光が測定される。光の測定量に依存して、エレクトロルミネッセントダイオー

ドの調整が補正される。従って、周囲光（又はそれによって生成される光電流）

が、基準として機能する。

      【０００９】

  基準フォトセンサは、好ましくは、エレクトロルミネッセント画素により発光

される光から隠蔽される。この場合は、周囲光に継続的に順応することが可能で

ある。
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      【００１０】

  周囲光を測定するために追加の光検出器を提供することは、国際特許公開公報

WO99/53472からそれ自体知られているけれども、ここでは、周囲光の増加を伴っ

て、表示装置の輝度（ルミナンス）が高められる点に再度留意されたい。好まし

くない結果は、上記で既に説明した。

      【００１１】

  本発明による表示装置の好ましい実施例は、補正手段が、複数の基準フォトセ

ンサを有することを特徴とする。このとき前記補正は、例えば、測定された周囲

光の平均値を基準として決定される。この補正は、もう１つの選択肢として（例

えば、表示装置の最も近い部分において）局所的に実現されてもよい。周囲光の

平均値を決定するとき、（例えば、測定の最中に光検出器に指が触れる指紋セン

サを組み合わせる使用などの場合）大きくばらつく偏差値は、無視できる。必要

であれば、駆動エレメントは、基準フォトセンサを介して得られる光電流（パラ

メータ）値について演算処理動作を実行する手段を更に具備する。この演算処理

動作は更に、基準フォトセンサが一部分を形成する追加の機能ユニットにおいて

実行されてもよい。例えば、指紋センサ、タッチスクリーン、文書スキャナ、及

びＣＣＤと組み合わされた用途などの応用分野が、実施可能である。必要であれ

ば、前記追加機能ユニットが、着脱可能にされてもよい。

      【００１２】

  本発明のこれら及び他の態様が、本願明細書下文にて説明される実施例を参照

すると、より明らかになり明瞭に説明されるであろう。

      【００１３】

    【発明の実施の形態】

  図１は概略平面図であり、図２は表示装置１の一部分の概略断面図である。こ

の装置（図２）は、例えば、ガラスなどの透過性基板２と、発光ダイオード（LE

D）の領域にITO(indium tin oxide：酸化インジウムスズ)の構造をもつ層であっ

て、本例では通常、約150nm厚さの第１番目の透過性電極層４を備える表面３と

を有する。このITO電極が、受動駆動の場合、例えば、列トラック４と、画素６

（図１）の領域における画素６の一部分とを規定する。必要であれば、トラック
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４は、低抵抗の材料の層により適切な領域で被覆される。第１電極層４は、例え

ば、半導体有機エレクトロルミネッセント材料などの、エレクトロルミネッセン

ト材料８の層を備える。本例では、この層８が、例えば、ポリ・フェニレンビニ

レン（poly(p-phenylene vinylene)すなわちPPV）及びポリエチレンヂオキシチ

オフェン(polyethylene dioxythiopheneすなわちPEDOT)それぞれの２つの下位層

(sub-layer)である８a，８bで構成される。エレクトロルミネッセント材料の当

該層は、２番目の電極層７を備え、この電極層７は、受動駆動の場合、行電極（

図１）のパターンの一部を形成する。電極層４，７及びその間のエレクトロルミ

ネッセント材料８は、連帯的に発光ダイオードすなわちLEDを構成する。このLED

内では、例えば、ITO層４が、陽極接触として機能する一方で、電極層７が、陰

極接触として機能する（１つの画素についての概略的な電気等価回路図が、図３

に示され、発光ダイオード（LED）が、参照符号５で示される）。図１の平面図

において、（概略的に示される）画素６の間に水平に延在するITOトラック４の

一部分が、例えば、行電極を形成する一方で、列電極が、垂直に延在する金属電

極７によって形成される。

      【００１４】

  選択の最中、行電極が、十分に負の電圧を受け取るので、同じ行内の電流源制

御されたLEDは、所望の電流フィードスルーを有する。

      【００１５】

  LEDは更に、選択すなわち行電極４を介して再び選択が行われるアクティブマ

トリクスの一部分も形成する。その一方で、情報が、列すなわちデータ電極７を

介して呈示される（１つの画素についての概略的な電気等価回路図が、次に図４

で示され、ここでも発光ダイオード(LED)が、同じ参照符号５で示される）。選

択の最中、表示される情報に依存して、キャパシタンス１０が、TFTトランジス

タ９を介して充電される。このキャパシタンス１０間の充電が、トランジスタ１

１と発光ダイオード（LED）５とを通る電流を規定し、これもまた接続点１２に

おける電圧に依存する。選択期間の最後に、キャパシタンス１０は、例えば、ト

ランジスタ１１がオンにされないような充電を受け取るので、ダイオード５も導

電しない（すなわち発光しない）。
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      【００１６】

  図３又は図４に示されるような表示エレメントをもつ表示装置において、例え

ば、シフトレジスタ又は多重化ユニットなどのアドレスレジスタ１３によって、

別個の行電極４が、導通状態にされる一方で、表示される情報は、シフトレジス

タ又はデータレジスタ１４を介して、列電極７に呈示される。概略的に示される

制御ユニット１５を介して、相互同期が行われる。この制御ユニットに関連する

マトリクスの追加のエレメント（とりわけ、アクティブマトリクス内でスイッチ

オン及びスイッチオフする追加のトランジスタ）は、図１乃至３には示されてい

ない。

      【００１７】

  冒頭段落で既述したように、このような表示装置は、多くの場合、１つ（又は

それ以上）の感光性ダイオード１８（光検出器又はフォトセンサ）を備えている

。この感光性ダイオード１８において、エレクトロルミネッセントダイオード（

画素）によって発光された光が、光電流を生成する。感光性ダイオード内で生成

されたこの光電流は、エレクトロルミネッセントダイオードの両端の電圧を補正

するフィードバックパラメータとして使用される。これらは、概略的に図１に示

される。光電流の測定値は更に、表示装置の実装に依存するレジスタ１３，１４

を介して影響を受けるけれども、これは、制御ユニット１５に接続されるライン

１９を測定することによって、図１の表示装置に簡略化された形式で示されてい

る。ダイオード５により発光される光の輝度は、制御ユニット１５の上記感光性

ダイオードを介して調整される値と比較される。偏差が大きくばらつき過ぎる場

合は、光が所望の輝度で発光されるように、例えば、レジスタ１４のデータ電圧

の調整が補正される。周囲光が、そのとき実際の測定値の妨害になりうる。

      【００１８】

  本発明によると、上記の妨害を解消するために、追加の基準フォトセンサ１６

（例えば、フォトダイオード、フォトレジスタ、又は他の適切なエレメント）が

、当該表示装置１に備えられている。ダイオード５によって発光された光は、こ

れらの基準フォトセンサ１６（本例ではフォトダイオード）には入射しない。な

ぜなら、例えば、フォトセンサと実際の表示部（マトリクス４）との間に光のバ
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リアが存在するからである。関連する実施例では、基準フォトセンサ１６が、マ

トリクス４から十分に離れた遠隔位置にあるので、ダイオード５によって発光さ

れた光は、フォトダイオード１６において光電流を生成しない。このようにして

、周囲光が別個に測定されるとともに、制御ユニット１５内で補正されることが

できる。この目的のために、制御ユニット１５には、演算処理ユニット２０が備

えられている。この演算処理ユニット２０とは、例えば、データレジスタ１４に

（ディジタル又はアナログ形式で）呈示されるべき値が、情報ライン２１の入力

信号の値と、ライン１７を介して基準フォトセンサ１６から到来する情報とによ

って決定されるルックアップテーブルなどである。この演算処理ユニットは、異

なる方法で形成されてもよい。周囲光は、例えば、画像の「リアル表示」に先行

して、測定される。光の測定量に依存して、エレクトロルミネッセントダイオー

ドの調整が、補正される。通常、この測定のためには、１つのフォトダイオード

１６で十分である。周囲光（又はそこから生成される光電流）は、従って、この

場合、基準として機能する。表示装置は、好ましくは複数の基準フォトセンサ１

６を有する。前記補正のために、測定された周囲光の平均値が、次に演算処理ユ

ニット２０で決定される。周囲光の平均値を測定する場合、（例えば、測定の最

中に光検出器に指が触れる指紋センサを組み合わせて使用する場合などに）大き

くばらつく偏差値が、無視できる。

      【００１９】

  図５は、基準フォトセンサ１４が一部分を形成する追加の機能ユニット２２に

（固定して、又は固定されずに）結合される表示装置１の概略平面図である。事

例としては、指紋センサ、タッチスクリーン及び文書スキャナがある。CCDセン

サの使用も可能であり、ここでは１つ又はそれ以上のCCDエレメントが、基準フ

ォトセンサとして機能する。演算処理動作が、ここでも演算処理ユニット２０で

実施される。この演算処理ユニット２０は、ここでは（着脱可能な）機能ユニッ

ト２２の一部分を形成する。その他の参照符号は、図１乃至４の実施例における

同じ部分を示す。参照符号２３は、破線を示すとともに、表示装置１と追加の機

能ユニット２２との間の接続が、単に電気的（電子的）に、又は機械的及び電気

的双方に遮断されうることを示している。
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      【００２０】

  本発明は、もちろん示される実施例に限定されるものではなく、本発明の見地

の範囲から逸脱しなければ幾つかの変形例が可能である。例えば、機能ユニット

２２が、感光性エレメントのマトリクスを構成する場合、例えば、レンズシステ

ムがこのユニットに加えられてもよいので、１つ（又はそれ以上）の文書（写真

）が記憶されることができる。

      【００２１】

  本発明の保護見地は、説明された実施例に限定されない。本発明は、それぞれ

及び全ての目新しい特徴、並びに該特徴のそれぞれ及び全ての組み合わせに帰す

る。特許請求範囲における参照符号が、その保護見地を限定するものではない。

「有する(to comprise)」という動詞及びこの活用形の使用が、この特許請求範

囲に記された以外の他の構成要素の存在を除外するものではない。構成要素の前

に付く冠詞である「a」又は「an」の使用も、斯様な構成要素が複数存在するこ

とを除外するものでもない。

      【００２２】

  下記図は概略であり、一定の比率で縮小して描かれてはいない。一致する構成

要素は、概して同じ参照符号により示される。

【図面の簡単な説明】

    【図１】本発明による表示装置の一部分の概略平面図である。

  【図２】画素の一部分の概略断面図である。

    【図３】画素の概略的な電気等価回路を示す。

    【図４】画素の概略的な電気等価回路を示す。

    【図５】本発明による表示装置の用途を概略的に示す。 
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【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】
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【国際調査報告】
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